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告示第 29 号 

 

 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。以下「政令」という。）第 167 条

の 5 第 1 項及び第 167 条の 11 第 2 項の規定により、一般競争入札及び指名競争入

札（以下「競争入札」という。）に参加する者に必要な資格並びに登録申請の時

期及び方法等について、次のように定めたので、政令第 167 条の 5 第 2 項及び第

167 条の 11 第 3 項並びに太子町財務規則（平成 4 年規則第 17 号）第 127 条第 1

項の規定により告示する。 

 

  令和7年3月17日 

 

兵庫県太子町長 沖 汐 守 彦   

   

 

 

物品・役務に係る一般競争（指名競争）入札参加資格及び登録申請等 

受付要領 

 

 （競争入札に参加することができない者） 

第１ 次の各号のいずれかに該当する者は、特別の理由がある場合のほか、競争

入札に参加することができない。 

 ⑴ 政令第167条の4第1項各号のいずれかに該当すると認められる者 

⑵ 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、競争入

札に参加することを停止された期間を経過しない者及びその者を代理人、支

配人又はその他の使用人として使用する者 

 ⑶ 営業に関し、法律上登録又は許認可の必要なものであって、その登録又は

許認可を受けていない者及び登録又は許認可を取り消された者 

 ⑷ 国税（法人税又は申告所得税並びに消費税及び地方消費税をいう。）を納

付していない者並びに太子町内の本店又は契約締結権等を委任された支店、

営業所等で参加資格を申請する場合にあっては本町町税を納付していない者 

  

（入札参加資格審査申請書等） 

第２ 競争入札に参加する資格を得ようとする者は、次の申請書を提出しなけれ

ばならない。 

 物品・役務業種 

 ⑴  一般競争（指名競争）参加資格審査申請提出書類一覧表（表紙） 

⑵ 一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（様式２－１）（様式２－２） 

 ⑶ 印鑑証明書 

 ⑷ 使用印鑑届 

 ⑸ 資格者一覧表（様式３） 
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 ⑹ 営業に関し法律上必要とする登録等の許可書又は証明書 

 ⑺ 納税証明書 

   ※（ア）町内に本店又は支店・営業所等を有する者 

       国税及び町税に関する完納証明書 

    （イ）（ア）以外の者 

       国税に関する完納証明書 

（参考） 

 国 税 … 法人の場合は、法人税、消費税及び地方消費税 

       個人の場合は、所得税、消費税及び地方消費税 

 町 税 … 法人の場合は、法人町民税、固定資産税、軽自動車税 

       個人の場合は、町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険

       税 

 ⑻ 履歴事項全部証明書（法人）／身分証明書（個人） 

 ⑼ 財務諸表（法人）、所得税確定申告書（個人） 

 ⑽ 代理店（特約店）証明書 

 ⑾ 暴力団排除及び適正な労働条件の確保に関する誓約書 

 

◎ 申請書作成に係る補足説明 

 ⑴ 申請書の様式については、町の指定様式とする。 

 ⑵ 各証明書については、それぞれの発行官公庁等において定めた様式とし、 

その写しをもって原本に代えることができる。 

⑶ 各証明書は、提出日の3ヶ月以内に発行されたものに限る。 

 ⑷ 登録を支店又は営業所等で行い権限を委任する場合は、権限を有する本社 

等の委任状を提出すること。当該委任状には、委任先の所在地、郵便番号、 

電話番号及び受任者等について、明示すること。 

 ⑸ 申請書提出の際には、フラットファイルを使用せずにホッチキス、クリッ 

プ、綴り紐又はクリアファイルを使用して提出すること。 

 

（提出期間、提出先及び方法） 

第３ 競争入札等に参加する資格を得ようとする者は、次により提出すること。 

 ⑴ 提出期間 … 令和7年4月1日（火）～令和9年3月31日（水） 

（持参の場合は、土、日及び祝日を除く。） 

   受付時間 … 午前9時～午後4時まで（持参の場合） 

         内容不備及び期間経過後の申請書は、受付しない。 

 ⑵ 提 出 先 … 〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1 

         太子町総務部財政課 TEL 079-277-5996 

 ⑶ 提出方法 … 持参又は郵送とする。 

         ただし、郵送の場合は締切日当日の消印があれば有効とする。 
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 （登録の有効期間） 

第４ 登録の有効期間は、登録日から令和9年3月31日までとする。 

 

 （登録期間中における変更事項） 

第５ 申請登録された内容に変更が生じた場合は、速やかに変更事項が記載され

た変更届を提出すること。 

 

 （受付票） 

第６ 郵送による提出について、受付票が必要な場合は返信用封筒(宛名書き・切

手添付)を同封すること。 

 

 （業種） 

第７ 物品・役務の登録業種は、別表の業種コード表を参照の上、登録申請のこ

と。 

 

 

 


